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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示モジュールと、
　この表示モジュールの背面側を覆うカバーと、
　上記表示モジュールの前面側でその周縁部に重ねて配置された枠状のマスクと、
　上記表示モジュールの周縁に沿って配置されたアンテナと、
　上記表示モジュールの側面と、上記カバーおよび上記マスクのうち何れか少なくとも一
方の内面との間に位置するとともに、上記アンテナと電気的に接続されたケーブルと、を
有し、
　上記カバーおよび上記マスクのうち何れか一方は、上記ケーブルおよび上記アンテナの
外側で上記表示モジュールの面方向に移動させることで上記カバーおよび上記マスクのう
ち他方の開口に差し込まれる第１の爪、および上記ケーブルおよび上記アンテナの外側で
上記カバーおよび上記マスクのうち何れか一方を上記カバーおよび上記マスクのうち何れ
か他方に近付く方向に移動させることで上記カバーおよび上記マスクのうち何れか他方に
係合する第２の爪を有する、
　電子機器。
【請求項２】
　内部モジュールと、
　この内部モジュールの一方の側に少なくとも一部が位置された第１の部材と、
　上記内部モジュールの他方の側に少なくとも一部が位置された第２の部材と、
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　上記第１の部材及び上記第２の部材よりも低い剛性を有し、上記第１の部材の端部と上
記第２の部材の端部との間に位置した第３の部材と、を備え、
　上記第２の部材は、該第２の部材を上記内部モジュールの表面に沿って移動させること
で上記第１の部材の開口に差し込まれる第１の突出部、および該第２の部材を上記第１の
部材に近付く方向に移動させることで該第１の部材に係合する第２の突出部を有する、
　電子機器。
【請求項３】
　上記第３の部材は、上記第２の部材より上記他方の側に突出した部分を有する請求項２
の電子機器。
【請求項４】
　上記突出した部分は、上記第２の部材の端部の全長に沿って連続して設けられている請
求項３の電子機器。
【請求項５】
　上記第３の部材は、上記第２の部材の上記第１の突出部を挿通する貫通孔を有する請求
項２の電子機器。
【請求項６】
　上記第２の部材の端部には、上記第３の部材を取り付ける突起が設けられている請求項
２の電子機器。
【請求項７】
　上記第３の部材は、上記突起を引っ掛ける取付孔を有し、最も外側の上記取付孔より外
方へ延びた端部を有する請求項６の電子機器。
【請求項８】
　第１の本体と第２の本体を開閉自在につないだ電子機器であって、
　上記第１および第２の本体の一方は、
　内部モジュールと、
　この内部モジュールの背面側に少なくとも一部が配置された第１の部材と、
　上記内部モジュールの前面側に少なくとも一部が配置された第２の部材と、
　上記第１の部材の端部と上記第２の部材の端部との間に挟まれた第３の部材と、を有し
、
　上記第２の部材は、該第２の部材を上記内部モジュールの前面に沿って移動させること
で上記第１の部材の開口に差し込まれる第１の爪、および該第２の部材を上記第１の部材
に近付く方向に移動させることで該第１の部材に係合する第２の爪を有する、
　電子機器。
【請求項９】
　上記第３の部材は、上記第２の部材より前面側に突出した部分を有する請求項８の電子
機器。
【請求項１０】
　上記突出した部分は、上記第２の部材の端部の全長に沿って連続して設けられている請
求項９の電子機器。
【請求項１１】
　上記突出した部分の突出高さは、上記第１および第２の本体を閉じた状態で、上記第１
および第２の本体の前面同士が接触しない値にされている請求項１０の電子機器。
【請求項１２】
　上記第３の部材は、上記第１および第２の部材がつながった接続部から離間した端部に
設けられている請求項１１の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、筐体をネジレス構造にした電子機器に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、テレビジョン受像機などの電子機器において、デザイン性を考慮して筐体の表面
にネジが露出しないネジレス構造を採用したものが普及されている。本明細書で言うネジ
レス構造とは、筐体を貼り合わせる接着剤、シール部材、両面テープなどを使わない構造
を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平３－４５５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この種のネジレス構造の筐体は、その構造および機能において十分に満足のい
くものではなかった。例えば、ネジを使わずに筐体を組み立てた場合、筐体のつなぎ部分
にガタを生じやすい。
【０００５】
　よって、デザイン性、および機能性に優れた、ネジレス構造の筐体を有する電子機器の
開発が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る電子機器は、表示モジュールの背面側を覆うカバー、および表示モジュ
ールの前面側でその周縁部に重ねて配置された枠状のマスクを有する。表示モジュールの
周縁に沿ってアンテナが配置され、表示モジュールの側面と、カバーおよびマスクのうち
何れか少なくとも一方の内面との間に、アンテナと電気的に接続されたケーブルが位置し
ている。カバーおよびマスクの一方は、ケーブルおよびアンテナの外側で表示モジュール
の面方向に移動させることでカバーおよびマスクの他方の開口に差し込まれる第１の爪、
およびケーブルおよびアンテナの外側でカバーおよびマスクの一方をカバーおよびマスク
の他方に近付く方向に移動させることでカバーおよびマスクの他方に係合する第２の爪を
有する。
【０００７】
　また、実施形態に係る電子機器は、内部モジュールの一側に少なくとも一部が位置され
た第１の部材、内部モジュールの他側に少なくとも一部が位置された第２の部材、第１及
び第２の部材よりも低い剛性を有し、第１の部材の端部と第２の部材の端部との間に位置
した第３の部材を備えている。第２の部材は、第２の部材を内部モジュールの表面に沿っ
て移動させることで第１の部材の開口に差し込まれる第１の突出部、および第２の部材を
第１の部材に近付く方向に移動させることで第１の部材に係合する第２の突出部を有する
。
【０００８】
　さらに、実施形態に係る電子機器は、第１の本体と第２の本体を開閉自在につないだ構
造を有し、第１および第２の本体の一方が、内部モジュール、この内部モジュールの背面
側に少なくとも一部が配置された第１の部材、内部モジュールの前面側に少なくとも一部
が配置された第２の部材、第１の部材の端部と第２の部材の端部との間に挟まれた第３の
部材を有する。第２の部材は、第２の部材を内部モジュールの前面に沿って移動させるこ
とで第１の部材の開口に差し込まれる第１の爪、および第２の部材を第１の部材に近付く
方向に移動させることで第１の部材に係合する第２の爪を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機の正面図である。
【図２】図２は、図１のテレビジョン受像機の背面カバーの内側を部分的に拡大して示す
部分拡大斜視図である。
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【図３】図３は、図２の背面カバーを内側から見た部分拡大平面図である。
【図４】図４は、図１のテレビジョン受像機のマスクの内側を緩衝部材とともに部分的に
拡大して示す部分拡大斜視図である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係るノートＰＣの斜視図である。
【図６】図６は、図５の表示パネルを前面側から見た分解斜視図である。
【図７】図７は、図５の表示パネルを背面側から見た分解斜視図である。
【図８】図８は、図５の表示パネルの背面カバーの内側に表示モジュールを配置した状態
の斜視図である。
【図９】図９は、図５の表示パネルのマスクを内側から見た斜視図である。
【図１０】図１０は、図３のＦ１０－Ｆ１０に沿った断面図である。
【図１１】図１１は、図３のＦ１１－Ｆ１１に沿った断面図である。
【図１２】図１２は、図３のＦ１２－Ｆ１２に沿った断面図である。
【図１３】図１３は、図５のヒンジ近くを部分的に拡大して示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機１０（放送波受信装置）の正面図で
ある。テレビジョン受像機１０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などの表示モジュ
ール２（内部モジュール）、この表示モジュール２の側面および背面（ここで言う背面と
は、単に、表示モジュール２の表示画面と反対側という意味である）を覆う背面カバー４
（第１の部材）、および表示モジュール２の前面側に配置された矩形枠状のマスク６（第
２の部材）を有する。また、テレビジョン受像機１０は、表示モジュール２およびカバー
４の間に取り付けられた図示しないシャシーに固定されたスタンドアッシー８を有する。
【００１１】
　表示モジュール２は、扁平な直方体状に形成されている。表示モジュール２は、基板に
実装された電子部品等で構成された制御回路に含まれる映像信号処理回路（いずれも図示
せず）から映像信号を受け取り、静止画や動画等の映像を表示する。
【００１２】
　テレビジョン受像機１０の制御回路は、映像信号処理回路の他、いずれも図示しないチ
ューナ部や、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）信号処理部、ＡＶ（Au
dio Video）入力端子、リモコン信号受信部、制御部、セレクタ、オンスクリーンディス
プレイインタフェース、記憶部（例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random
 Access Memory）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等、音声信号処理回路等を有している。
【００１３】
　また、テレビジョン受像機１０は、音声出力用のアンプやスピーカー等（図示せず）も
内蔵している。さらに、テレビジョン受像機１０は、表示モジュール２の周縁に沿って配
置されたアンテナ（図示せず）、および表示モジュール２の側面と背面カバー４およびマ
スク６のうち何れか少なくとも一方の内面との間に位置するとともにアンテナと電気的に
接続したケーブル３（図３参照）を有する。
【００１４】
　背面カバー４は、図２および図３にそれぞれ一部（図１の右上角部近く）を部分的に拡
大して示すように、表示モジュール２（図３参照）の側面に少なくとも一部が面した略矩
形枠状の周壁４ａ、および表示モジュール２の背面を覆う略矩形板状の底壁４ｂを有する
。本実施形態では、周壁４ａは、表示モジュール２の全周を囲むように連続して設けられ
ている。
【００１５】
　一端側（図示上側）の周壁４ａには、表示モジュール２の側面に向けて突出した突出部
によって形成された開口４ｃが設けられている。この開口４ｃは、実質的にはスリットで
ある。また、背面カバー４の角部近くの底壁４ｂには、マスク６の一部を引っ掛けるフッ
ク４ｄが底壁４ｂから略垂直に突設されている。フック４ｄの先端は、上述した一端側の
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周壁４ａから離れる方向に僅かに折り曲げられている。
【００１６】
　なお、開口４ｃは、上述した一端側の周壁４ａに沿って理想的には等間隔で複数設けら
れても良く、フック４ｄも、周壁４ａに沿って底壁４ｂから複数突設されても良い。また
、フック４ｄは、この形状に限らず、後述するマスク６側の係合部の構造に応じて種々の
形状とすることができる。
【００１７】
　マスク６は、図４に一部（図２、図３に示した背面カバー４の部分に重なる部分）を拡
大して示すように、背面カバー４の上述した一端側の周壁４ａの内側に配置される辺部６
ａ、およびこの辺部６ａの端部に対して略直角に折れ曲がって連続した他の辺部６ｂを有
する。実際には、図１に示すように、マスク６は、背面カバー４の底壁４ｂの反対側で表
示モジュール２の全周を覆う略矩形枠状に形成されており、背面カバー４の周壁４ａの内
側に嵌め込まれる。
【００１８】
　マスク６の図示上側の辺部６ａは、その外側に突出して、背面カバー４の一端側の周壁
４ａの開口４ｃに差し込まれる差込爪６ｃ（第１の爪、第１の突出部）を備えている。こ
の差込爪６ｃは、背面カバー４側の開口４ｃに対応して辺部６ａから複数突設しても良い
。差込爪６ｃは、背面カバー４の一端側の周壁４ａの内面に向けて折り曲げられており、
その先端は丸くされている。このように、差込爪６ｃの先端を丸くすることで、背面カバ
ー４側の開口４ｃに差込爪６ｃを差し込みやすくしている。
【００１９】
　見方を変えると、差込爪６ｃは、背面カバー４の一端側の周壁４ａに開口４ｃを形成し
た突出部が差し込まれる凹部６ｄを形成している。つまり、差込爪６ｃを背面カバー４側
の開口４ｃに差し込むことで、差込爪６ｃの内側の凹部６ｄに開口４ｃの突出部が差し込
まれることになる。なお、この差込爪６ｃの形状は、これに限らず、背面カバー４の開口
の構造に応じて種々変更可能であり、背面カバー４の周壁４ａに向けて突出した形状であ
れば良い。
【００２０】
　いずれにしても、差込爪６ｃを開口４ｃに差し込む場合、マスク６を背面カバー４に対
して相対的に移動させる。このときの移動方向は、例えば、マスク６を表示モジュール２
の面方向に移動させる方向であり、本実施形態では、マスク６を図示上方に移動させる方
向である。このように、差込爪６ｃを開口４ｃに差し込むことで、マスク６の図示上端の
辺部６ａが背面カバー４の一端側の周壁４ａに位置合わせされて取り付けられる。
【００２１】
　また、マスク６が表示モジュール２、すなわち背面カバー４に対向する内面には、背面
カバー４の底壁４ｂから突設されたフック４ｄに引っ掛かる係合爪６ｅ（第２の爪、第２
の突出部）が突設されている。この係合爪６ｅは、背面カバー４側のフック４ｄに対応し
て複数設けても良い。なお、この係合爪６ｅの形状も、背面カバー４側の係合部の構造に
応じて種々変更可能であり、単なる突出部も含まれる。
【００２２】
　マスク６の係合爪６ｅは、マスク６と背面カバー４が相対的に近付く方向に移動するこ
とで、背面カバー４のフック４ｄに引っ掛かる。つまり、係合爪６ｅとフック４ｄは弾性
変形によりラッチ係合する。この際、上述した差込爪６ｃを開口４ｃに差し込んだ後、係
合爪６ｅとフック４ｄを係合せしめることで、係合爪６ｅとフック４ｄを位置合わせする
必要がなく、組立作業を容易にできる。なお、係合爪６ｅとフック４ｄの係合構造は、こ
れに限らず、他のいかなる係合構造を採用しても良い。
【００２３】
　なお、本実施形態では、背面カバー４の開口４ｃにマスク６の差込爪６ｃを差し込んで
、背面カバー４のフック４ｄをマスク６の係合爪６ｅに引っ掛ける構造を採用したが、こ
れとは逆に、背面カバー４側に差込爪６ｃや係合爪６ｅを設けて、マスク６側に開口４ｃ
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やフック４ｄを設けても良い。
【００２４】
　さらに、背面カバー４の一端側の周壁４ａとマスク６の対応する辺部６ａとの間には、
細長い断面Ｌ字形の帯状の緩衝部材５（第３の部材）が取り付けられている。この緩衝部
材５は、背面カバー４やマスク６より剛性の低い材料により形成されている。例えば、緩
衝部材５は、背面カバー４やマスク６より剛性の低い樹脂により形成され、或いは背面カ
バー４やマスク６より剛性の低いゴムにより形成されている。
【００２５】
　この緩衝部材５は、マスク６の辺部６ａの内面から突設された突起６ｆ、６ｇを受け入
れる取付孔５ａ、５ｂを有する。本実施形態では、マスク６の辺部６ａに沿って設けられ
た複数の突起６ｆ、６ｇに対応して、緩衝部材５が複数の取付孔５ａ、５ｂを有する。つ
まり、本実施形態では、緩衝部材５は、各取付孔５ａ、５ｂにマスク６の各突起６ｆ、６
ｇを引っ掛けることでマスク６側に取り付けられる。
【００２６】
　緩衝部材５は、その両端（図４では一端だけ図示）に、マスク６の辺部６ａの長手方向
端部に最も近い最も外側の突起６ｇに引っ掛かる最も外側の取付孔５ｂを有する。また、
緩衝部材５は、この取付孔５ｂよりさらに外方へ延びた端部５ｃを有する。この緩衝部材
５は、マスク６の辺部６ａの全長より僅かに短くされており、２つの端部５ｃを両側へ僅
かに引っ張った状態で、取付孔５ｂに突起６ｇが引っ掛けられ、僅かに伸張された状態で
マスク６の内面に取り付けられる。
【００２７】
　また、緩衝部材５は、マスク６の内面から突設された差込爪６ｃを挿通する貫通孔５ｄ
を有する。差込爪６ｃがマスク６の端辺６ａから外方へ突設されているため、この端辺６
ａに取り付けられる緩衝部材５には、必然的に、差込爪６ｃを避けるための貫通孔５ｄが
必要となる。
【００２８】
　さらに、緩衝部材５は、マスク６の端部に取り付けた状態で、テレビジョン受像機１０
の表面側に向けて、マスク６の外面より僅かに突出した部分５ｅを有する。この突出した
部分５ｅは、テレビジョン受像機１０を正面から見たとき、マスク６の辺部６ａの外縁と
背面カバー４の一端側の周壁４ａとの間で、辺部６ａの全長に沿って連続して設けられて
おり、デザイン性が高められている。
【００２９】
　特に、緩衝部材５の突出した部分５ｅは、マスク６の端部まで延びた端部５ｃを含むた
め、テレビジョン受像機１０を正面から見たときのデザイン性をより高めることができる
。しかし、緩衝部材５をマスク６に取り付けるための最も外側の突起６ｇは、マスク６の
端部ギリギリに設けることができない。このため、マスク６の辺部６ａの全長に亘る部分
５ｅを設けるためには、最も外側の取付孔５ｂよりさらに外側に突出した端部５ｃが必要
となる。
【００３０】
　以上のように、第１の実施形態によると、マスク６を背面カバー４に取り付ける際に、
ネジ等の固定部材を必要としないネジレス構造を採用したため、部品点数を少なくでき、
テレビジョン受像機１０の組み立てを容易にでき、組み立てコストを低減できる。また、
ネジレス構造を採用することで、ネジの頭部が前面側に露出することがなく、デザイン性
を向上させることができる。さらに、ネジレス構造を採用することで、道具を用いずにテ
レビジョン受像機１０の分解作業を容易にでき、リサイクル容易性を向上させることがで
きる。
【００３１】
　また、ネジレス構造により、ネジの係り量を考慮する必要がなく、テレビジョン受像機
１０の厚さを薄くできる。さらに、背面カバー４の端部とマスク６の端部との間に緩衝部
材５を設けることで、背面カバー４とマスク６との間のガタを無くすことができる。
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【００３２】
　図５は、第２の実施形態に係る電子機器の一例であるノート型のパーソナルコンピュー
ター２０（以下、単に、ノートＰＣ２０と称する）の外観斜視図である。図５では、ノー
トＰＣ２０の表示パネル２４（第２の本体）を本体２２（第１の本体）に対して開いた状
態を図示してある。つまり、表示パネル２４は、左右２つのヒンジ２３（接続部）を介し
て、本体２２の後端に回転自在に取り付けられている。
【００３３】
　以下の説明では、上述した第１の実施形態のテレビジョン受像機１０と同様に機能する
構成要素には同一符号を付してその詳細な説明を省略する場合もある。例えば、表示パネ
ル２４の要部の構造は、第１の実施形態のテレビジョン受像機１０の表示モジュール２、
背面カバー４、マスク６と略同じ構造を有する。
【００３４】
　図５に示すように、表示パネル２４で覆われる本体２２の上面には、キーボード２２ａ
やタッチパッド２２ｂが設けられている。一方、表示パネル２４の内面には、表示モジュ
ール２の表示画面が露出している。つまり、表示パネル２４の表示画面を本体２２の上面
に重ねた状態（図示せず）で、表示画面がキーボード２２ａやタッチパッド２２ｂに非接
触状態で近接対向する。
【００３５】
　図６は、表示パネル２４を前面側から見た分解斜視図であり、図７は、表示パネル２４
を背面側から見た分解斜視図である。また、図８は、背面カバー４の内側に表示モジュー
ル２を配置した状態の斜視図であり、図９は、マスク６を裏側から見た斜視図である。上
述したように、背面カバー４やマスク６の要部の構造は、第１の実施形態のテレビジョン
受像機１０と略同じ構造であるため、ここではその詳細な説明を省略する場合もある。
【００３６】
　表示パネル２４は、表示モジュール２（内部モジュール、モジュール）、この表示モジ
ュール２の背面側に配置された背面カバー４（第１の部材）、表示モジュール２の前面側
に配置されたマスク６（第２の部材）、および、背面カバー４の一端側（本実施形態では
ヒンジ２３から離間した先端側）の周壁４ａとマスク６の辺部６ａとの間に挟まれた緩衝
部材５（第３の部材）を有する。
【００３７】
　背面カバー４のヒンジ２３から離間した先端側の周壁４ａには、その長手方向に沿って
略等間隔で配置された複数（本実施形態では４つ）の開口４ｃが設けられている。また、
背面カバー４の図示左右の周壁４ａの内面側の縁部には、それぞれ、複数（本実施形態で
は３つずつ）の係合突起４ｅ（図２、図３参照）が突設されている。さらに、背面カバー
４の先端側の周壁４ａに近接した底壁４ｂには、複数（本実施形態では４つ）のフック４
ｄが突設されている。
【００３８】
　一方、マスク６の辺部６ａには、背面カバー４の開口４ｃに対応して、複数（本実施形
態では４つ）の差込爪６ｃ（第１の爪）が突設されている。また、マスク６の図示左右の
辺部６ｂには、背面カバー４の係合突起４ｅに対応して、複数（本実施形態では３つずつ
）の係合爪６ｈ（第２の爪）が外側に向けて突設されている。さらに、マスク６のヒンジ
２３から離間した先端側の辺部６ａの内面には、背面カバー４のフック４ｄに対応して、
複数（本実施形態では４つの）の係合爪６ｅ（第２の爪）が突設されている。
【００３９】
　なお、背面カバー４の係合突起４ｅおよびマスク６の係合爪６ｈも、ここで説明した構
造に限定されるものではなく、種々変更可能であり、両者が係合可能ないかなる形状であ
っても良い。
【００４０】
　ここで、図１０乃至図１２を主に参照しつつ表示パネル２４の組み立て方法について説
明する。図１０は、図３のＦ１０－Ｆ１０に沿った断面図であり、図１１は、図３のＦ１
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１－Ｆ１１に沿った断面図であり、図１２は、図３のＦ１２－Ｆ１２に沿った断面図であ
る。なお、ここでは、図３の構造を第２の実施形態のノートＰＣ２０の表示パネル２４の
構造として説明する。また、図３では、背面カバー４の構造のみを図示してあるが、図１
０乃至図１２の断面図は、表示パネル２４の全ての構造を備えたものとした。
【００４１】
　まず、ヒンジ２３から離間したマスク６の辺部６ａの内面側に、緩衝部材５を取り付け
る。このとき、緩衝部材５の４つの貫通孔５ｄにそれぞれマスク６の４つの差込爪６ｃを
挿通し、マスク６の複数の突起６ｆ、６ｇに緩衝部材５の複数の取付孔５ａ、５ｂを引っ
掛ける。この際、緩衝部材５の両端部５ｃを引っ張って最も外側にある取付孔５ｂにマス
ク６の最も外側の突起６ｇを係合する。この状態を図９に示す。
【００４２】
　また、一方で、背面カバー４の内側に表示モジュール２を収納する。この状態を図８に
示す。このとき、表示モジュール２の図示上側の側面と背面カバー４の周壁４ａとの間に
、アンテナやカメラモジュールが配置される。これら電子部品に接続するケーブルは、背
面カバー４の底壁４ｂから突設されたフック４ｄなどを避けて引き回される。
【００４３】
　この後、表示モジュール２を背面カバー４との間に挟むように、マスク６を表示モジュ
ール２の周縁部に被せて、マスク６を背面カバー４に取り付ける。このとき、マスク６に
取り付けた緩衝部材５が、背面カバー４内に収容配置したアンテナに部分的にオーバーラ
ップする。なお、本実施形態では、ネジを用いずにマスク６を背面カバー４に取り付ける
。
【００４４】
　この際、まず、マスク６のヒンジ２３から離間した辺部６ａを背面カバー４のヒンジ２
３から離間した周壁４ａの内側に配置し、マスク６を表示モジュール２の表示画面に沿っ
て周壁４ａの内面に向けて移動し、辺部６ａから突出した差込爪６ｃを背面カバー４の開
口４ｃに差し込む。マスク６の差込爪６ｃと背面カバー４の開口４ｃとの嵌合状態の断面
図を図１０に示す。この状態で、マスク６と背面カバー４に挟まれた緩衝部材５の突出し
た部分５ｅは、マスク６の前面より突出している。
【００４５】
　この後、マスク６を背面カバー４の底壁４ｂに向けて押圧し、背面カバー４の底壁４ｂ
から突設された複数のフック４ｄにマスク６の係合爪６ｅを係合させる。このとき、既に
、マスク６の差込爪６ｃが背面カバー４の開口４ｃに差し込まれてマスク６が背面カバー
４に対して位置合わせされているため、係合爪６ｅをフック４ｄに位置合わせする必要が
ない。マスク６の係合爪６ｅと背面カバー４のフック４ｄとの係合状態の断面を図１１に
示す。
【００４６】
　さらにこの後、マスク６の左右の辺部６ｂから突設した複数の係合爪６ｈを背面カバー
４の周壁４ａから突設した係合突起４ｅに引っ掛けて、２つの辺部６ｂを背面カバー４に
取り付ける。マスク６の係合爪６ｈと背面カバー４の係合突起４ｅとの係合状態の断面を
図１２に示す。
【００４７】
　以上のように、マスク６を背面カバー４に取り付けることで、表示モジュール２がマス
ク６と背面カバー４との間に挟まれて固定される。この際、本実施形態では、両者の固定
にネジなどの締結部材を用いないため、表示モジュール２の周辺部にかかる応力を分散す
ることができ、応力集中による固定箇所の破壊などの不具合を防止することができる。
【００４８】
　なお、図１３に示すように、本実施形態のノートＰＣ２０のヒンジ２３は、表示パネル
２４の内部に延びた板金を有していないため、アンテナやカメラモジュールに接続したケ
ーブル３の引き回しが容易となる。また、表示パネル２４内を延びる板金を有していない
ことで、ヒンジ２３の付近でマスク６の弾性変形が可能となり、マスク６の背面カバー４
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に対する脱着を容易にできる。
【００４９】
　以上のように、本実施形態によると、マスク６と背面カバー４をネジなどの締結部材を
用いずに固定したため、デザイン性を向上させることができる。例えば、ネジを用いない
ことで、ネジの頭がマスク６の表面に露出することがなく、デザイン性を向上させること
ができる。
【００５０】
　代りに、本実施形態では、緩衝部材５の突出部分５ｅが表示パネル２４の表面側に露出
するが、この突出した部分５ｅがマスク６の辺部６ａの全長に亘って連続して設けられて
いるため、美観を損なうことはない。なお、この突出した部分５ｅは、表示パネル２４を
本体２２の上面に閉じたとき、表示画面とキーボードが接触することのない突出量に設計
されている。
【００５１】
　また、本実施形態のように、ネジレス構造を採用することで、表示パネル２４を薄くす
ることができ、ノートＰＣ２０の薄型化に寄与できる。つまり、マスク６を背面カバー４
にネジにより締結固定した場合、ネジの係り量を確保するため、背面カバー４の内側に設
けるネジ受のボス部を一定の高さにする必要があり、その分、背面カバー４の厚さを大き
くする必要がある。
【００５２】
　また、ネジによる締結構造を採用した場合、マスク６の表面に露出するネジの頭に弾性
を有する保護部材を設ける必要があり、その分、表示パネル２４の厚さが厚くなってしま
う。つまり、表示パネル２４を本体２２に対して閉じた位置に配置したとき、ネジの頭が
キーボードなどに接触して傷付けることが無いように、保護部材を設ける必要がある。
【００５３】
　これに対し、本実施形態によると、緩衝部材５の一部が表示パネル２４の表面側に突出
した部分５ｅを構成しているため、表示パネル２４と本体２２との間に必要最小限の隙間
を確保することができ、ノートＰＣ２０が厚くなることも無い。また、本実施形態の突出
した部分５ｅは、表示パネル２４のヒンジ２３から離間した端部に沿って設けられている
ため、表示パネル２４を閉じた状態で、突出した部分５ｅがタッチパッドに対向すること
もなく、ノートＰＣ２０の持ち運び時に不用意にパッドを押してしまう不具合を生じるこ
ともない。
【００５４】
　また、本実施形態のように、ネジレス構造を採用すると、表示パネル２４の分解を容易
にでき、リサイクルの容易性を向上させることができる。また、ネジを用いないことで、
部品点数を少なくでき、表示パネル２４の組み立てコストを低減できる。
【００５５】
　以上述べた少なくともひとつの実施形態のテレビジョン受像機や電子機器によれば、ネ
ジなどの締結部材を用いずに筐体を組み立てるようにしたため、デザイン性、および機能
性に優れた、ネジレス構造の筐体を提供できる。
【００５６】
　いくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態
で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え
、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれる
と同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【００５７】
　例えば、上述した実施形態では、緩衝部材５を背面カバー４と別体にして両者を取り付
ける場合について説明したが、これに限らず、緩衝部材５と背面カバー４をインサート成
形により一体に形成しても良い。これにより、緩衝部材５と背面カバー４の位置合わせの
必要がなく、寸法精度を高めることができる。
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【００５８】
　また、上述した実施形態では、テレビジョン受像機１０やノートＰＣ２０について説明
したが、例えば、キーボードを持たないタブレットなど、他の電子機器に本発明を適用す
ることもできる。
　以下、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　表示モジュールと、
　この表示モジュールの背面側を覆うカバーと、
　上記表示モジュールの前面側でその周縁部に重ねて配置された枠状のマスクと、
　上記表示モジュールの周縁に沿って配置されたアンテナと、
　上記表示モジュールの側面と、上記カバーおよび上記マスクのうち何れか少なくとも一
方の内面との間に位置するとともに、上記アンテナと電気的に接続されたケーブルと、を
有し、
　上記カバーおよび上記マスクのうち何れか一方は、上記ケーブルおよび上記アンテナの
外側で上記表示モジュールの面方向に移動させることで上記カバーおよび上記マスクのう
ち他方の開口に差し込まれる第１の爪、および上記ケーブルおよび上記アンテナの外側で
上記カバーおよび上記マスクのうち何れか一方を上記カバーおよび上記マスクのうち何れ
か他方に近付く方向に移動させることで上記カバーおよび上記マスクのうち何れか他方に
係合する第２の爪を有する、
　テレビジョン受像機。
［２］
　表示モジュールと、
　上記表示モジュールの側面に少なくとも一部が面した周壁と、この周壁から上記表示モ
ジュールに向かって突出した突出部とを含み、上記表示モジュールを覆うカバーと、
　上記突出部が差し込まれる凹部が設けられた辺部と、該辺部の端部に連続し上記突出部
の差し込み方向と交差する方向から上記カバーに取り付けられる他の辺部とを含み、上記
カバーの反対側で上記表示モジュールを覆ったマスクと、
　を備えたテレビジョン受像機。
［３］
　内部モジュールと、
　この内部モジュールの一方の側に位置された第１の部材と、
　上記内部モジュールの他方の側に位置された第２の部材と、
　上記第１の部材及び上記第２の部材よりも低い剛性を有し、上記第１の部材の端部と上
記第２の部材の端部との間に位置した第３の部材と、を備え、
　上記第２の部材は、該第２の部材を上記内部モジュールの表面に沿って移動させること
で上記第１の部材の開口に差し込まれる第１の突出部、および該第２の部材を上記第１の
部材に近付く方向に移動させることで該第１の部材に係る第２の突出部を有する、
　放送波受信装置。
［４］
　上記第３の部材は、上記第２の部材より上記他方の側に突出した部分を有する［３］の
放送波受信装置。
［５］
　上記突出した部分は、上記第２の部材の端部の全長に沿って連続して設けられている［
４］の放送波受信装置。
［６］
　上記第３の部材は、上記第２の部材の上記第１の突出部を挿通する貫通孔を有する［３
］の放送波受信装置。
［７］
　上記第２の部材の端部には、上記第３の部材を取り付ける突起が設けられている［３］
の放送波受信装置。
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［８］
　上記第３の部材は、上記突起を引っ掛ける取付孔を有し、最も外側の上記取付孔より外
方へ延びた端部を有する［７］の放送波受信装置。
［９］
　第１の本体と第２の本体を開閉自在につないだ電子機器であって、
　上記第１および第２の本体の一方は、
　内部モジュールと、
　この内部モジュールの背面側に配置された第１の部材と、
　上記内部モジュールの前面側に配置された第２の部材と、
　上記第１の部材の端部と上記第２の部材の端部との間に挟まれた第３の部材と、を有し
、
　上記第２の部材は、該第２の部材を上記内部モジュールの前面に沿って移動させること
で上記第１の部材の開口に差し込まれる第１の爪、および該第２の部材を上記第１の部材
に近付く方向に移動させることで該第１の部材に係る第２の爪を有する、
　電子機器。
［１０］
　上記第３の部材は、上記第２の部材より前面側に突出した部分を有する［９］の電子機
器。
［１１］
　上記突出した部分は、上記第２の部材の端部の全長に沿って連続して設けられている［
１０］の電子機器。
［１２］
　上記突出した部分の突出高さは、上記第１および第２の本体を閉じた状態で、上記第１
および第２の本体の前面同士が接触しない値にされている［１１］の電子機器。
［１３］
　上記第３の部材は、上記第１および第２の部材がつながった接続部から離間した端部に
設けられている［１２］の電子機器。
［１４］
　モジュールと、
　開口部が設けられ、前記モジュールを一方から覆った第１の部材と、
　一つの辺部に前記開口部に側方から差し込まれた部分を含み、前記モジュールを他方か
ら覆った第２の部材と、
　を備えた電子機器。
【符号の説明】
【００５９】
　２…表示モジュール、３…ケーブル、４…背面カバー、４ｃ…開口、４ｄ…フック、５
…緩衝部材、５ａ、５ｂ…取付孔、５ｃ…端部、５ｅ…突出した部分、６…マスク、６ｃ
…差込爪、６ｅ…係合爪、６ｆ、６ｇ…突起、１０…テレビジョン受像機、２０…ノート
ＰＣ、２２…本体、２３…ヒンジ、２４…表示パネル。
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